
 

 

 

 

 

 

 

（国・県への要望） 

１．災害救助法による被災者の旅館・ホテル等への受け入れについて、県に強く要望するこ

と。 

２．震災に係る新規の資金融資制度の創設に関し、栃木県信用保証協会における審査基準

の緩和及び貸付総枠の拡大措置を国・県に要望すること。 

３．日光市の観光振興を含めた地域経済活性化のために、日光宇都宮道路等の当分の間の

無料化を県に要望すること 

（産業振興） 

４．観光協会、旅館組合等が実施する誘客キャンペーンを積極的に支援するとともに、関係機

関と連携し実施体制を整備すること。合わせて観光客の安全対策を速やかに構築すること。 

５．農家の作付けに対する不安を解消するため、農地の土壌調査を早期かつ計画的に実施す 

るとともに、風評被害による農畜産物の補償について、情報を収集するとともに的確に農家

に情報を提供すること。 

（雇用対策） 

６．震災により工場の休廃止や風評被害等による自宅待機者や離職者に対し、総合窓口を設

置し相談・支援等の対応を図ること。 

（放射能拡散被害対策） 

７．放射能拡散被害に対する市民の不安を解消するため、水、空気、土壌、農畜産物等のきめ

細かな測定と迅速な情報を提供するとともに、民間と協力し合いながら観光客や修学旅行生

に安全安心をＰＲすること。 

（被災者等支援） 

８．被災者、避難者への就学と就労支援を積極的に行うこと。 

 

９．国民的自粛により観光産業は勿論のこと、サービス産業が経済的な影響を大きく受けてい

るため、市民に積極的な消費活動を促すこと。 

（情報提供） 

10．市民に対する情報の提供については、適切な時期に迅速かつ正確な内容を伝える手段

を講じること。 



 

11．国・県からの情報の取得と共有に努めるとともに、連携を図り状況に応じた対策を速やかに

実施できる体制を構築すること。 
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